
すべての 人の 生活の基盤と しての 地域

すべての 社会・ 経済活動の 基盤と しての 地域

交通産業農林 環境

支え・支えられる関係の循環
～誰もが役割と生きがいを持つ社会の醸成～

◇社会経済の担い手輩出
◇地域資源の有効活用、
雇用創出等による経済
価値の創出

地域における人と資源の循環
～地域社会の持続的発展の実現～

◆制度・分野ごとの『縦割り』や「支え手」「受け手」という関係を超えて、地域住民や地域の多様な主
体が『我が事』として参画し、人と人、人と資源が世代や分野を超えて『丸ごと』つながることで、住
民一人ひとりの暮らしと生きがい、地域をともに創っていく社会

◇居場所づくり
◇社会とのつながり
◇多様性を尊重し包摂
する地域文化

◇生きがいづくり
◇安心感ある暮らし
◇健康づくり、介護予防
◇ワークライフバランス

◇就労や社会参加の場
や機会の提供

◇多様な主体による、
暮らしへの支援への参画

地域共生社会とは
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平成２７年９月 「新たな時代に対応した福祉の提供ビジョン」（「新たな福祉サービスのシステム等のあり方検
討PT」報告）

多機関の協働による包括的支援体制構築事業（平成２８年度予算）

平成２８年６月 「ニッポン一億総活躍プラン」（閣議決定）に地域共生社会の実現が盛り込まれる

７月 「我が事・丸ごと」地域共生社会実現本部の設置

１０月 地域力強化検討会（地域における住民主体の課題解決力強化・相談支援体制の在り方に関
する検討会）の設置

１２月 地域力強化検討会 中間とりまとめ

「我が事・丸ごと」の地域づくりの強化に向けたモデル事業（平成２９年度予算）

平成２９年２月 社会福祉法改正案（地域包括ケアシステムの強化のための介護保険法等の一部を改正する
法律案）を国会に提出

「「地域共生社会」の実現に向けて（当面の改革工程）」を「我が事・丸ごと」地域共生社会実現
本部で決定

５月 社会福祉法改正案の可決・成立 → ６月 改正社会福祉法の公布
※ 改正法の附則において、「公布後３年を目処として、市町村における包括的な支援体制を全国的に整備するための方策に
ついて検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。」と規定。

９月

１２月

地域力強化検討会 最終とりまとめ

「社会福祉法に基づく市町村における包括的な支援体制の整備に関する指針」の策定・公表
及び関連通知の発出

平成３０年４月 改正社会福祉法の施行

令和元年５月 地域共生社会推進検討会（地域共生社会に向けた包括的支援と多様な参加・協働の推進に
関する検討会）の設置

７月 地域共生社会推進検討会 中間とりまとめ

「地域共生社会」の実現に向けた地域づくりに関するこれまでの経緯
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改正社会福祉法の概要
（地域包括ケアシステムの強化のための介護保険法等の⼀部を改正する法律による改正）

「地域共生社会」の実現に向けた地域づくり・包括的な支援体制の整備

１．地域福祉推進の理念を規定
地域福祉の推進の理念として、支援を必要とする住民（世帯）が抱える多様で複合的な地域生活課題につい

て、住民や福祉関係者による①把握及び②関係機関との連携等による解決が図られることを目指す旨を明記。

２．この理念を実現するため、市町村が以下の包括的な⽀援体制づくりに努める旨を規定
○ 地域住民の地域福祉活動への参加を促進するための環境整備
○ 住民に身近な圏域において、分野を超えて地域生活課題について総合的に相談に応じ、関係機関と連絡調
整等を行う体制（＊）

○ 主に市町村圏域において、生活困窮者自立相談支援機関等の関係機関が協働して、複合化した地域生活
課題を解決するための体制

３．地域福祉計画の充実
○ 市町村が地域福祉計画を策定するよう努めるとともに、福祉の各分野における共通事項を定め、上位計画
として位置づける。（都道府県が策定する地域福祉支援計画についても同様。）

（＊）例えば、地区社協、市区町村社協の地区担当、地域包括支援センター、相談支援事業所、地域子育て支援拠点、利用者支援事業、社会福祉法人、
ＮＰＯ法人等

※ 附則において、法律の公布後３年を目途として、２の体制を全国的に整備するための方策について検討を加え、
必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずる旨を規定。

※ 2017年（平成29年）6月2日公布。2018年（平成30年）4月1日施行。
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資料２－２

(市町村地域福祉計画)
第107条 市町村は、地域福祉の推進に関する事項として次に掲げる事項を一体的に定める計画(以下「市町村地域福祉計
画」という。)を策定するよう努めるものとする。
一 地域における高齢者の福祉、障害者の福祉、児童の福祉その他の福祉に関し、共通して取り組むべき事項
二 地域における福祉サービスの適切な利用の推進に関する事項
三 地域における社会福祉を目的とする事業の健全な発達に関する事項
四 地域福祉に関する活動への住⺠の参加の促進に関する事項
五 前条第一項各号に掲げる事業を実施する場合には、同項各号に掲げる事業に関する事項

２ 市町村は、市町村地域福祉計画を策定し、⼜は変更しようとするときは、あらかじめ、地域住⺠等の意⾒を反映させる
よう努めるとともに、その内容を公表するよう努めるものとする。

３ 市町村は、定期的に、その策定した市町村地域福祉計画について、調査、分析及び評価を行うよう努めるとともに、必
要があると認めるときは、当該市町村地域福祉計画を変更するものとする。

(都道府県地域福祉支援計画)
第108条 都道府県は、市町村地域福祉計画の達成に資するために、各市町村を通ずる広域的な⾒地から、市町村の地域福
祉の支援に関する事項として次に掲げる事項を一体的に定める計画(以下「都道府県地域福祉支援計画」という。)を策定
するよう努めるものとする。
一 地域における高齢者の福祉、障害者の福祉、児童の福祉その他の福祉に関し、共通して取り組むべき事項
二 市町村の地域福祉の推進を支援するための基本的方針に関する事項
三 社会福祉を目的とする事業に従事する者の確保⼜は資質の向上に関する事項
四 福祉サービスの適切な利用の推進及び社会福祉を目的とする事業の健全な発達のための基盤整備に関する事項
五 市町村による第百六条の三第一項各号に掲げる事業の実施の支援に関する事項

２ 都道府県は、都道府県地域福祉支援計画を策定し、⼜は変更しようとするときは、あらかじめ、公聴会の開催等住⺠そ
の他の者の意⾒を反映させるよう努めるとともに、その内容を公表するよう努めるものとする。

３ 都道府県は、定期的に、その策定した都道府県地域福祉支援計画について、調査、分析及び評価を行うよう努めるとと
もに、必要があると認めるときは、当該都道府県地域福祉支援計画を変更するものとする。

地域福祉計画・地域福祉支援計画について（社会福祉法の規定）
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